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Ⅰ. 地域における こどもの活動 や 子育て支援
事業に関わって

●「地域における」取り組みの意味
こどもとこどもの育ちを見守る・地域で支える

● 主体は こども・親（家庭）・
そして地域の住民や関わりのある人

● 身近な場だからこそ協働・連携は必須
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千葉市稲毛区小中台中学校区の場合
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● 家庭教育支援チーム「こもんず」の取り組み

＊家庭教育支援チームとは・・

・2008年文部科学省「地域における家庭教育支援
基盤形成事業」として全国で発足
・家庭教育が困難な社会で、豊かなつながりの中
での支援

* 千葉市家庭教育支援チーム「こもんず」
・2008年千葉市教育委員会 家庭教育支援チーム設置
・地域人材(子育てサポーター・民生児童委員・主任児童委員・
保護者・専門的立場の臨床心理士・保育士など）で構成
・地域・学校・家庭が 連携した家庭教育支援の実施
※2013年「すまいる」 2020年「フレッシュ」活動開始

こもんず commons

共同体では地域の共有

地commons で人と人が

関わり合うことを通じて互

いの暮ら しを支え合って

きた。そのようにたくさん

の関係をつなぎ、紡ぐ場

をつくりたいという願いを

込める。
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地域住民・保護者

学び合いの場提供

子育て親育ち講座

子育て井戸端会議

相談活動
こもんずカフェ
（個別相談）

こもんず広場

家庭教育支援チーム ＜こもんず＞ の 組織 と 活動

こもんず会議
定例月１回
拠点である園生小学校内

「こもんず室」や公民館
にて開催

地域の人材育成
こもんずサポーター

研修

すべての家庭につながる支援

広報活動
広報紙発行配布
ホームページ・
LINE

地域のネットワークづくり
地域家庭教育フォーラム

地域情報の収集

家庭教育支援チーム

〈こもんず〉
子育てサポーター、臨床心理士、
保育士、民生・児童委員、
主任児童委員、保護者

地域協力者会議
学校・幼稚園・保育所・PTA

公民館・保健センター健康課
社会福祉協議会事務所・地区部会

青少年育成委員会

所管・事務局：
千葉市教育委員会
生涯学習振興課
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* こもんずのめざすこと
〜つながりの場つくりとつながるしくみつくり〜

* 地域における家庭教育支援とは〜

子ども・子育て家庭をめぐるたくさんの関係をつなぎ、紡ぐ場を作る

＊地域の基盤形成とは〜

地域団体や関係機関などの人材の「顔のみえるつながり」をつくること

そのための地域の家庭教育支援コーディネートの役割を担う

* チームの役割

子ども・子育ての悩み・不安や楽しみ、また地域環境の現状等について

保護者に寄り添って理解する「当事者性」

地域の課題を共有し、地域の身近な存在としての「地域性」

活動によっては一定の「専門性」を持つ

＊すべての家庭につながるために〜 アウトリーチの検討

地域人材・組織を中心にしたきめ細かなネットワークを生かして、

全ての子育て家庭に支援や支援情報を届ける仕組みを考える
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＜子育てしている時のわたしの心と体＞
保健センター・臨床心理士・保育士・・

★学び合い・つながりの場の提供

＜絵本を使って性の話を＞
子育て支援保育士X図書館

街の花屋さんによる寄せ植え講座
＆ 子育て井戸端会議

NPOによるワークショップ
（子どもへの暴力防止プログラム）

小学校就学時
健診の時の講座

保育所での
子育て講座
〜お迎えの
時間に〜

養護施設訪問

子どもの権利条約
を考える

リスクのある親の
権利も考えて寄り
添う
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● 地域の多様な取り組み事例

こども食堂
地域活動のネットワーク
切れ目のない支援をめざして

こどもカフェ

外国籍家族のた
めの子育て支
援・学習支援

10代の居場所
作り

おもちゃ
ドクター

シャボン玉
おじさん

こどもルーム

文庫活動

地域スポーツ
振興会

子育て
フォーラム

産後ケア

子育て
リラックス館

おんぶらす
おんぶして
ブラス

土曜学校

食生活推進員

遊び塾

少年少女
スポーツ

こども会

子育て仲間に
場の提供

いのちの教育
（助産師）

傾聴・WS

不登校支援

芸術鑑賞

子育て自主
サークル

こどものまち

放課後
子ども教室

セーフティ
ウォッチャー

母乳育児
相談

プレーパーク

子育てひろば

防災
ネットワーク

発達障害等の
支援

夏休みの
子どもの
ランルーム

子ども
料理教室
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Ⅱ．「こどもまんなか」に思うこと

●「こどもまんなか」＝「こどもの最善の利益」
「こどもの声を聴く」
子どもの人権と育ちを保障する政策が優先的に
実施されることが大切

●「こどもまんなか」＝ まんなかを囲む人の共通理解

● こどもに伝えたい「こどもまんなか」とは
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Ⅲ．こども大綱策定に望むこと

●地域で関わりのある子育て当事者や支援者の意見から
（保護者や地域活動の仲間との意見交換から）
・こども基本法の制定やこども家庭庁の設置について関心が薄い
・こどもや子育ての現状は想像以上に変わってきている
しっかりと見て、今までとは違う状況に気づくところから

●「こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据える」
ことは「こどもまんなか社会」にどのようにつなげていけるか？
こどもが育つ、こどもを育てることの基本として
いろいろな場でこども観、子育て観を語り合い、
社会で共有された理念につながるような議論を期待する
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